
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE ZAOH COMPANY,LTD.

最終更新日：2021年12月27日
蔵王産業株式会社

代表取締役社長　沓澤　孝則　　

問合せ先：管理部総務課　海宝　卓也

証券コード：9986

https://www.zaohnet.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び株主から委託された資本と権限を有効かつ適切に適用し、透明性の高い健全経営に

あたっております。また、経営の透明性確保の見地から情報開示への積極的な取組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロジャーに努めており

ます。なお、コンプライアンス体制としましては、当社の諸業務が法令及び社内規程に準拠して、合法かつ適正に行われているかについて、当該

組織内において十分なチェック体制を確立し、社内監査室において随時内部監査規程に基づいた内部監査を実施しており、結果については直ち

に社長に報告され、各部門に対して改善点の指摘、勧告を行うことにより、諸業務の改善や効率化を図るとともに、不正や誤謬の発見、防止に努

めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４　株主総会招集通知の英訳等】

　当社における機関投資家及び海外投資家の持株比率は、現時点では相対的に低いものと認識しており、議決権行使プラットフォーム等は採用
しておりません。今後につきましては、これらの比率が高まってきた際には、議決権行使プラットフォームに参加するほか、株主総会招集通知の英
訳への対応を進めてまいります。

【原則２－３　社会・環境問題をめぐるサステナビリティーをめぐる課題】

　当社では、現時点で「環境方針」等を明文化しておらず、またＣＳＲ報告書も作成するに至っておりません。今後につきましては、常に環境に配慮
した商品の開発、取扱に努め、企業活動に密接に結びついた活動計画等を策定してまいります。

【補充原則２－４－１　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

　当社では、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で制限は設けておらず、特に中途採用は積極的に行っております。ただし、現時点で
は全従業員に占める女性・外国人の比率が低いため、測定可能な目標を定めるに至っておりません。今後、多様性の確保に向けた人材育成方
針と社内環境整備方針等について検討してまいります。

【補充原則３－１－２　英語での情報開示】

　当社は、英語版の自社ウェブサイトを開設しておりますが、現時点では海外投資家の持株比率は低いため、株主総会招集通知や決算資料等の
英訳版については対応しておりません。今後につきましては、株主構成の変化を適切に判断し、必要に応じて対応を行ってまいります。

【補充原則３－１－３　情報開示の充実】

　当社におけるサステビリティに関しての方針や取組みについては、現状出来るものから対応しており、将来的なものを含めて現在検討を進めて
おります。その進捗状況については取締役会にて定期的にフォローしてまいります。

【補充原則４－１－２　中期経営計画の策定】

　当社は、現時点で中期経営計画は定めておりません。今後につきましては、中期経営計画は株主・ステークホルダーに対するコミットメントとして
位置づけ、自社のウェブサイトや事業年度の決算説明会において公表することを検討してまいります。その場合、中期経営計画は、将来の社会情
勢及び経済情勢を踏まえ、１年に１回は見直し、変更の内容についても説明を行ってまいります。なお、現在は、毎期初めに当該期の目標額を開
示しており、その実現に向けて役員・社員一丸となって取り組んでおります。

【原則４－２　取締役会の役割・責務】

　取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上、収益力・資本効率等の改善を図
るため、取締役会としての役割・責務を適切に果たしております。なお、取締役の報酬については、中長期的な展望を達成すべく、業績等に報いる
制度を検討してまいります。

【補充原則　４－２－１　経営陣の報酬】

　当社における役員報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び退職慰労金で構成しております。

これらの決定にあたり手続きの客観性及び透明性を担保するため、社外取締役を委員長とする社外取締役及び社外監査役が過半数を占める報
酬委員会を設置しております。また、内規で固定報酬、業績連動報酬の基本的な考え方を示しており、報酬委員会へ諮問して制定しております。

なお、2019年６月26日開催の定時株主総会において社外取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給を決議し、そ
の支給は各役員の退任時としております。また、2021年６月開催予定の定時株主総会後は社外取締役及び監査役に関しては、その役割と独立性
の観点から固定報酬のみで構成する予定であります。

現時点では、役員持株会への加入や株式の長期的な保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促していますが、自社株報酬は実施してお
りません。今後につきましては、2022年6月開催予定の定時株主総会で取締役に対する役員退職慰労金を廃止し、会社の持続的成長とともに大
株主対策等株主構成比率の変化も視野に入れながら、報酬委員会にて適正な現金報酬と自社株報酬との割合を検討してまいります。

【補充原則４－２－２　取締役会の役割・責務】

　当社におけるサステナビリティに関しての方針や取組みについては、現状出来るものから対応しており、将来的なものを含めて現在検討を進め



ております。その進捗状況については取締役会にて定期的にフォローしてまいります。

【補充原則　４－８－２　独立社外取締役の有効活用】

　当社は、現在、社外取締役は１名であります。今後につきましては、社外取締役を複数名選任した際には、持続的な成長と企業価値の向上を塾
考したうえで、「筆頭独立取締役」の設置等を検討してまいります。

【補充原則４－１０－１　任意委員会の活用】

　当社は、取締役の報酬等の決定にあたり手続きの客観性及び透明性を担保するため、社外取締役を委員長とする社外取締役及び社外監査役
が過半数を占める任意の報酬委員会を設置しております。なお、取締役の指名や後継者計画等に係る指名委員会の設置については、今後、事
業規模等総合的に勘案して検討してまいります。

【原則４－１１　取締役会の実効性確保】

　当社の取締役は現在５名であり、社内の各部門の業務に精通した業務執行取締役のほか、企業経営等豊富な経験、知見を有した独立社外取
締役が１名おり、企業規模に適した取締役の構成になっているものと認識しております。また、監査役のうち、川添監査役は弁護士として法務に関
する専門的な知見を有しており、村上社外取締役、宮崎監査役は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。な
お、取締役会は、定期的にその実効性に関する評価を行うよう分析・評価基準を策定する予定であります。

【補充原則４－１１－１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社の取締役会の人数は、事業内容や企業規模等を勘案し、現在５名として職務を執行するうえで少数に抑えて、監査役についても必要最低
限である３名となっております。また、当社の取締役候補者については、企業の持続的成長と企業価値の向上に資する当社の経営幹部として相
応しい豊富な経験、専門的な見識、専門性等を有する人物を指名しており、その選任にあたっては、取締役会にて社外取締役や各監査役の意見
を聞きながら、慎重に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任においては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の基準
を参考にしております。各部門の業務に精通している社内出身の業務執行取締役と専門性、独立性等を有した社外取締役を配置することで取締
役会全体としての知識、経験・能力のバランス及び多様性を確保しております。なお、取締役のスキル・マトリックス等については早期の開示に向
けて引き続き検討してまいります。

【補充原則５－２－１　経営戦略や経営計画の策定、公表】

　当社は、環境クリーニング機器販売の単一事業が中心で、その他事業は売上規模から重要性が低いものと判断しており、現時点で事業ポートフ
ォリオを構築するに至っておりません。今後の経営戦略のなかで、サブ事業にも注力する際には事業ポートフォリオに関する基本的な方針等を検
討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１―４　いわゆる政策保有株式】

　当社では、現在政策保有として上場株式を保有しておりません。なお、現在保有している投資目的以外の保有株式は取引関係の維持・強化を
目的としており、その他については営業所開設にあたり、協同組合関係の株式を取得しているものであります。また、政策保有として上場株式を取
得する場合は、取引関係や事業戦略及び議決権行使の基準等を総合的に判断し、取締役会の決議を得る体制となっております。

【原則１―７　関連当事者間の取引】

　当社は、競業取引や利益相反取引が行われる場合は、社内規程により取締役会での決議が必要となっております。また、承認された取引につ
いてはその後の結果について、適宜取締役会にて報告を受けており、原則監査役全員が取締役会に出席しているため、常に牽制できる体制とな
っております。なお、当社の役員、役員が実質的に支配している法人及び主要株主が当社と取引を行う場合は、当社に不利益とならないよう慎重
に判断しております。また、毎期末に役員に対し関連当事者間取引の有無について確認を実施しております。

【原則２－６】

　当社の企業年金は複数事業主制度を利用したものとなっており、年金基金との対応は管理部が専属で行っております。同制度の特徴上、年金
資産は各事業主ごとではなく一括で運用されておりますが、毎年、年金基金より全体の年金資産の運用等に関する報告を受けており、適宜、当社
にて年金積立不足等の状況を把握できる体制になっております。

なお、年金資産は運用先である生命保険会社の一般勘定となっており、より安全な運用管理体制となっております。

【原則３―１　情報開示の充実】

・当社の経営理念は、自社ウェブサイトで開示しております。また、経営戦略、経営計画については、今現在は具体的に策定しておりませんが、策
定しましたら、自社ウェブサイトで開示いたします。

・コーポレートガバナンスに関する基本的考え方は、東京証券取引所のウェブサイトのコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。

・取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。

・当社の取締役候補者及び監査役候補者については、性別、年齢等に関わらず企業の持続的成長と企業価値の向上に資する当社の経営幹部と
して相応しい豊富な経験、専門的な知識や見識等を有する人物を指名しております。また、選解任にあたっては、取締役会にて社外取締役や各
監査役の意見も聞きながら、慎重に判断しております。なお、監査役については監査役会の同意を得ております。

・新任候補者、社外取締役・社外監査役候補者の選任及び取締役、監査役の解任の理由については株主総会招集通知や東京証券取引所のウェ
ブサイトのコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。

【補充原則４―１―１　取締役会から経営陣への委任範囲】

　当社の取締役会は、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監査機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、
法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行っております。なお、取締役会では法令に定め
られている事項及び「取締役会規程」に規定された事項について適宜決議を行い、その他業務執行については管掌業務に基づき、各業務業行取
締役に委任しております。

【原則４―９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。今後は、現状の独立性基
準に加えて、当社独自の独立性判断基準を策定することも検討してまいります。

【補充原則４―１１―１　取締役会の構成の考え方】



　当社の取締役会の人数は、事業内容や企業規模等を勘案し、現在５名として職務を執行するうえで少数に抑え、監査役についても必要最低限
である３名となっております。また、当社の取締役候補者については、企業の持続的成長と企業価値の向上に資する当社の経営幹部として相応し
い豊富な経験、専門的な見識、専門性等を有する人物を指名しており、その選任にあたっては、取締役会にて社外取締役や各監査役の意見も聞
きながら、慎重に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任においては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の基準を参
考にしております。各部門の業務に精通している社内出身の業務執行取締役と専門性、独立性等を有した社外取締役を配置することで取締役全
体としての知識、経験・能力のバランス及び多様性を確保しております。

【補充原則４－１１－２　社外取締役及び社外監査役の兼任状況】

　社外取締役と社外監査役の兼任状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書を通じて毎年開示しております。また、毎期末に兼務状況等の
アンケートを行って管理しております。なお、当社の社外取締役１名、社外監査役２名はいずれも他上場会社の社外役員を兼務しておりません。

【補充原則４－１１－３　取締役会の実効性に関する評価】

　当社では、現時点で取締役会の実効性についての分析及び評価の基準が明確となっておりません。今後につきましては、取締役会の実効性の
分析や評価基準を設定したうえで毎年評価を行い、開示については今後の検討課題として認識しております。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役のトレーニング】

　当社は、取締役及び監査役がその役割及び機能を果たすために必要とする関連法令の動向のほか、各種情報を収集して適宜提供することで、
取締役及び監査役としての知識習得を心掛けております。具体的なトレーニング方針の開示については、検討してまいります。

【原則５－１　株主の建設的な対話に関する方針】

　当社におけるＩＲ活動は、情報開示担当である管理担当役員が責任者となり、管理部をＩＲ担当部署として対応しております。ＩＲ活動に必要な情
報については、適宜、管理部が各部門から情報収集し、取りまとめる体制を整備しております。なお、毎期末決算終了後に決算説明会を開催する
とともに、随時、機関投資家とスモールミーティング等を実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 410,100 7.16

株式会社三井住友銀行 276,000 4.82

株式会社千葉銀行 230,000 4.02

学校法人麻生塾 230,000 4.02

株式会社ＴＮＮアドバイザーズ 196,900 3.44

蔵王産業社員持株会 189,180 3.30

東京美装興業株式会社 158,400 2.77

土方孝悦 154,900 2.71

東京海上日動火災保険株式会社 120,000 2.10

株式会社日本カストディアン銀行（信託口） 117,000 2.04

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業



直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

村上正俊 他の会社の出身者 ○

会田　南 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

村上正俊 ○

日豊産業株式会社

当社との取引関係、その他利害関係はあ
りません。

【社外役員の属性情報】

該当する事項はありません。

村上正俊氏は、公認会計士、企業経営者とし
ての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経
営全般の有効な助言を得られ、また同氏と当
社との間には特別な利害関係はなく、同氏は
一般株主と利益相反のおそれもないため、社
外取締役、独立役員として適任者であると判断
しております。

会田　南 ○

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

当社の取引先ですが、当社の独立性判断
基準に照らし、主要な販売先でなく、その
他利害関係はありません。

【社外役員の属性情報】

該当する事項はありません。

会田　南氏は、企業経営者として豊富な経験、
幅広い知見を有しており、経営全般の有効な
助言を得られ、また同氏と当社との間には特別
な利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相
反のおそれもないため、社外取締役、独立役
員として適任者であると判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 5 0 1 2 0 2
社外取
締役

補足説明

取締役報酬の決定にあたり手続きの客観性及び透明性を担保するため、独立社外取締役を委員長とし、代表取締役社長並びに独立役員（独立
社外取締役及び独立社外監査役）により構成し、独立役員が過半数を占める任意の報酬委員会を設置しております。

なお、取締役報酬の決定にあたっては、報酬委員会に原案を諮問し答申を受けた後、取締役会にて決定しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 3 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は当社の会計監査人である有限責任　あずさ監査法人から会計監査内容等につき、随時説明を受けるとともに情報交換に努め、緊密な

連携を図っております。また、常勤監査役は当社の内部監査実施部門である社内監査室と随時会合を設けて、内部監査計画や内部監査実施状

況等につき説明を受けており、社内監査室が実施する内部監査に同行するなど、各部署の状況把握や意見交換を図る等緊密な連携体制を保っ

ております。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

川添　利賢 弁護士 ○

宮崎　雅俊 公認会計士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

川添　利賢 ○

木澤・川添法律事務所

当社との取引関係、その他利害関係はあ

りません。

【社外役員の属性情報】

該当する事項はありません。

川添　利賢氏は、弁護士という立場で法令等に
関して専門的な知見を有しており、これまで培
った経験等を生かして、適法性の監査にとどま
らず、独立、中立的で客観的な視点で経営上
の助言が受けられるため、社外監査役、また独
立役員として適任者であると判断しております
。

宮崎　雅俊 ○

みやざき公認会計事務所

当社との取引関係、その他利害関係はあ

りません。

【社外役員の属性情報】

該当する事項はありません。

宮崎　雅俊氏は、公認会計士という立場で財務
・会計等に関して専門的な知見を有しており、こ
れまで培った経験等を生かして、適法性の監査
にとどまらず、独立、中立的で客観的な視点で
経営上の助言が受けられるため、社外監査役
、また独立役員として適任者であると判断して
おります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の要件を満たす社外役員を独立役員に指定しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

役員賞与については、実質的には利益に連動して支給しており、現時点では必要ないものと認識しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役、監査役に分けて、それぞれ全役員の報酬総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社における役員報酬等については、手続きの客観性及び透明性を確保するため、独立社外取締役を委員長とし、代表取締役社長並びに独立
役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）が過半数を占める報酬委員会を設置し、同委員会へ諮問し答申を受け、株主総会で決議された年
間報酬額の範囲内において、取締役会がその内容や支払額を決定しております。

具体的には当社における役員報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び退職慰労金で構成され、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲
内で支給されております。

固定報酬は役職の他、担当業務、経験や実績等に基づいております。また、業績連動報酬については各事業年度の経常利益から法人税等の税
金（約33％）を控除した金額の約5％を原資として、職責に見合った金額をそれぞれ取締役会、監査役会にて個別に決定しております。また、退職
慰労金は社内規程に基づき、役員として責務を果たした在任期間、その間の功績等を総合的に勘案して、それぞれ取締役会、監査役会にて個別
に決定しております。

なお、2006年6月26日開催の第50回定時株主総会において、取締役の報酬は年額150百万円以内、監査役の報酬は年額25百万円以内と決議

いただいております。

今後につきましては、2021年６月開催予定の定時株主総会後は社外取締役及び監査役に関しては、その役割と独立性の観点から固定報酬のみ
で構成する予定であります。また、2022年６月開催予定の定時株主総会で取締役に対する役員退職慰労金を廃止し、会社の持続的な成長ととも
に大株主対策等株主構成比率の変化も視野に入れながら、報酬委員会にて適正な現金報酬と自社株報酬との割合を検討してまいります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社の内部監査実施部門である社内監査室が社外取締役、社外監査役の職務の補助を行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等



氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

相談役・顧問制度はありますが、現在は対象者がおりません。なお、同制度の改廃について、今後、取締役会にて検討してまいります。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社の取締役会は、迅速な意思決定を図るため、取締役の員数を職務を執行するうえで少数の５名で構成し、毎月１回実施しております。定例の
取締役会におきましては、業務執行状況、月次決算状況、その他経営にかかわる事項等が報告されるとともに、各種法令で定められた事項等が
決定されております。特に重要な案件については、随時社長等を構成員とする経営会議を機動的に開催し、十分に議論を重ねたうえで意思決定
を行っております。

内部監査につきましては、社長直轄の独立部署である社内監査室が担当し、監査の実効性、公平性等を図っており、社長の承認を得た年間計画
に基づいて、実査等書類監査により、毎年全ての部署の監査を実施しております。

監査役監査につきましては、監査役全員が取締役会に出席しているほか、常勤監査役は各種重要会議に出席するとともに、年間計画に基づき、
重要な決裁書類や会計帳簿等の監査を実施しております。監査結果につきましては、監査役会を開催し、報告、情報交換、意見の取りまとめ等を
行っております。

また、当社は有限責任　あずさ監査法人と監査契約を締結し、独立した公正な立場から監査を受けています。なお、監査業務を執行した公認会計
士は２名、その氏名は以下のとおりであります。

指定有限責任社員　業務執行社員　：　川村　敦　　関根義明

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の取締役会につきましては、迅速な意思決定を図るため、現在取締役の員数は５名とし、職務を遂行するうえで少数に抑え、業務状況の報

告や決議事項の審議等につき活発な議論を重ね、その機能を十分に果たしております。また、社外取締役が１名おり、独立役員としての属性を有
し、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般につき有効な助言を得られる体制にあります。なお、監査役会につきまし
ては、常勤監査役１名のほか、非常勤の社外監査役２名で構成しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議や部次長会会議等重要
な会議にも出席し、社内業務に精通しております。当該社外監査役はいずれも独立役員としての属性を有しており、取締役の職務執行状況をはじ
め、それぞれ弁護士、公認会計士としての専門的な知見を生かし、当社の経営全般につきまして客観的、中立的な視点で監督できる体制であり、
相互牽制機能につきましても十分に働いているものと認識しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 ６月２5 日の定時株主総会開催にあたり、６月４日に招集通知を発送いたします。

その他 招集通知発送前に当社ホームページにて招集通知を開示しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

店頭公開以後、日本証券アナリスト協会主催の決算説明会を毎期末に実施し

ております。
あり



IR資料のホームページ掲載
有価証券報告書、決算短信のほか適時開示文書についてもホームページに

て掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理部の担当者が兼務して行っております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、定款に定める事業目的の領域のなかで、「人の健康と安全にかかわる環境クリーニング機器を提供することで社会に貢献する」との経営

方針に基づき、積極的な事業展開を図っておりますが、経営を継続していくうえで遵守すべき様々な法令や対応すべき損失の危険も多数存在し

ていることから、企業経営にかかわるチェックを有効に機能させるための内部統制システムを整備、構築、そして運用していくことは経営上重要な

課題として認識しております。

なお、現時点における内部統制システム構築に関する基本方針は次のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループの企業規模等を考慮し、社長自らが率先し、コンプライアンスの推進に取組んでおります。その一環として当社では、法令・定款等を
遵守するための行動指針として、「コンプライアンス行動規範」を定め、コンプライアンスの統括責任者を社長とし、その指揮命令下に社内監査室
を置いております。社内監査室は社長命により会社全体の業務状況を把握し、法令及び定款に適合しているかの確認を適宜行うため、内部監査
をはじめとしたモニタリングを定期的に実施することで当社グループの役員及び従業員に対し法令遵守を徹底させるとともに、コンプライアンスの
状況については随時取締役、監査役に報告し、必要に応じて行動規範の徹底、社内規程等の見直しを迅速に実施しております。

また、「内部通報規程」に基づき、当社グループの全ての役員及び従業員を対象とした内部通報制度を構築することで、不正リスクの軽減にも努
めるとともに、通報者が不利益を被らないように保護規程を設けております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録や稟議書等、取締役の職務の執行に係る重要な情報を法令及び社内規程に基づき、適正な保存期間を定め、管理部にて管理

しております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループの企業活動に関連する市場動向、各種法令、災害、商品管理等に関するリスクについては、各担当部署ごとに方針やマニュアル等
を作成することで、役員及び従業員に対し周知徹底を図っております。なお、当社グループに著しい損害をおよぼずリスクが発生するおそれやそ
のリスクが発生した場合は、すみやかに担当部署を決定し、迅速な対応を行うこととしています。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社の取締役会は、迅速な意思決定を図るために、取締役の員数を職務を執行するうえで最小限に抑え現在５名で構成し、毎月１回開催してお

り、重要事項の決定等を行っております。なお、特に重要な案件については、社長等を構成員とする経営会議を機動的に開催し、十分な議論を重
ねたうえで意思決定を行っております。

５．当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループの事業特性や企業規模等を踏まえ、業務執行とその監督は完全に分離せず、現場に精通し業務執行するもので取締役会を構成し

ております。また、子会社においては当社取締役の一部が子会社の取締役を兼務しており、営業会議等重要な会議に出席することで定期的に経

営状況の把握に努めております。なお、当社の常勤監査役は子会社への往査を行うことでグループ経営の視点から経営及び監督の強化に取組

んでまいります。

６．監査役がその補助すべき使用人（補助使用人）を置くと定めた場合における当該使用人に関する体制並びにその補助使用人の取締役からの

独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

内部監査実施部門である社内監査室に属する従業員等が監査役の職務の補助を行っており、もっぱら監査役の指揮命令に従っております。なお
、社内監査室の人事異動については監査役会の同意を得るものとしております。

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害をおよぼすおそれやその事実の発生、また法令及び定款に違反するおそれや違反した
行為等を知った場合は、すみやかに書面もしくは口頭でまたは取締役経由で監査役へ報告することとしております。また、常勤監査役は取締役会
のほか、部次長会や営業所長会議等の重要会議に積極的に参加するとともに稟議書等業務執行に関する重要文書等を閲覧し、必要に応じて取
締役及び使用人に随時説明を求めるものとしております。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、当社の会計監査人及び社内監査室から定期的に会計監査内容や内部監査実施状況につき、説明を受けるとともに情報交換に努め、

連携を図っております。また、企業経営及び法的な業務に関しては法律事務所と顧問契約を締結するとともに、必要に応じ会計監査人等の専門
家から、助言及び指導を適宜受けられる体制を整えており、その費用は会社が負担することになっております。

９．財務報告の適正性を確保するための体制

当社及び当社グループの財務報告の適正性を確保するために制定した「内部統制基本方針書」に基づき内部統制システムを適切に整備、運用

するとともに社長の指示の下、そのシステムが適正に機能していることを継続的に評価し、不備があれば必要に応じて適宜是正していくことによ

り、金融商品取引法及びその他関連法令等との整合性を図っています。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループでは、顧客、市場、社会からの信頼を得るべく、反社会的勢力に利益供与することはもちろんのこと、反社会的勢力の不当な介入を
許すことなく、断固として排除することを基本方針としています。役員及び従業員に対しては、「コンプライアンス行動規範」及び「反社会的勢力対
応マニュアル」に基づき、反社会的勢力に対する意識の向上を図るとともに、管理部を統括部署とし、日常業務での留意点や面談時の対応方法
等を定め、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で対処できる体制を整備しております。また、必要に応じて、警
視庁及び道府県警察組織犯罪対策本部、全国暴力追放運動推進センター等を利用し、反社会的勢力に関する情報を適宜入手しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

今後につきましても効率的な経営により収益力を高め、配当性向40％程度を目標にするとともに積極的かつ透明性のあるＩＲ活動を通じて、

当社の経営方針や経営戦略等を株主および投資家の皆様にご理解いただくことで、株式市場での適正な評価を得られるよう努めてまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社では機動的かつ柔軟な組織体制を目指すとともに、相互牽制の働く組織と業務執行体制の確立により、コーポレート・ガバナンスの強化に取
組んでおります。そのため、経営の透明性・公正性を高める観点から内部監査を適時実施し、業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証したうえで
経営に関する助言・提言を行うことにより、コンプライアンス体制の強化に努めております。

また、当社における適時情報開示体制の概要等は、以下のとおりであります。

（情報開示の基本方針）

当社は、金融商品取引法をはじめとした関連法令や東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」

（以下、適時開示規則という。）等を遵守し、証券市場の参加者である多数の投資家の皆様に対しまして、投資判断の重要なファクターとなる会社

情報を適時、適切に、また公平、正確に開示することを基本としております。

（情報開示に係る社内体制）

・投資判断に影響を与える重要な会社情報が発生した場合、情報を入手した各部門の責任者から管理部に対し、正確かつ迅速に報告が行われ
ます。

・各種情報は管理部にて集約され、適時開示規則等に基づいて、適時開示の要否を確認したうえで、情報開示担当役員に伝達されます。

・情報開示担当役員は、情報の種類（例えば、決算情報等の重要事実等）によっては、取締役会の決議を受けた後、速やかに管理部に対し、情

報開示の指示を行います。

（情報開示の方法）

適時開示規則に該当する重要事実の開示は、東京証券取引所が提供する「適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）」によって、迅速に行っておりま

す。ＴＤｎｅｔによる開示後に、同一情報を兜クラブにて資料投函するとともに、当社ホームページ上でも資料を掲載しております。

また、適時開示規則等に該当しない会社情報につきましても、当社の事業内容等をよりご理解いただくために、多数の投資家の皆様に対しまして

できるだけ迅速に、また公平、正確に当社ホームページや新聞等各種媒体を通じた開示に努めております。






